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今回の資本増強を契機として、大手行の不良債権処

理を前倒しで進めるとともに今後の不確実な金融環境

に備えることにより、我が国金融システムの国際的な

信認を回復させる必要がある。この観点から、国際基

準行においては、資本増強額の審査に際して、厳格な

資産査定を前提に、次により引当を行うものとする。

○担保・保証で保全されて・・・・７０％を目安

いない破綻懸念先債権

（ただし、各行において債権の回収可能性等を勘案

して個別に適正に引当を行った場合にはこれによ

ることができる）

○担保・保証で保全されて・・・・１５％を目安

いない要管理先債権

○その他の要注意先債権

・・・・・ その平均残存期間を勘案して

算出された適正な貸倒実績率等


